
R8.4.1 監理課建設業室審査係 

【建設業関係手数料の記入式納付書による納付方法】 

 

①  「記入式納付書依頼票（Excel ファイル）」をダウンロードして保存    

※ 「記入式納付書依頼票」は、新潟県ホームページの以下の URL からダウンロードできま

す。 

 【建設業許可について】 

  https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/1208278873103.html 

  

 

【建設業に関する手数料納入方法について】 

  https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/shoshihaishi.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



R8.4.1 監理課建設業室審査係 
②  「建設業手続 記入式納付書依頼票」の内容を一読のうえ、「記入式納付書依頼者（郵

送先）情報」と「希望する記入式納付書（手数料一覧から記入）」を記入 

 

 

③  「記入式納付書依頼書」を以下に記載のアドレスに提出（または郵送） 

メール ：shinsa-pay@pref.niigata.lg.jp 

     (件名は「【納付書依頼】事業者名」としてください。) 

郵送 ：〒950-8570 新潟市中央区新光町４－１ 

    新潟県土木部監理課建設業室審査係 

    （封筒に納付書依頼票在中と記載。普通郵便可。返信用封筒不要） 

 

④  県庁に到着後、「記入式納付書依頼者（郵送先）」宛に「記入式納付書」を郵送 

※ 普通郵便で発送するため、到着まで日数がかかります。 

 

⑤  手順④で届いた「記入式納付書」の４カ所に商号（屋号）名、電話番号を記入 
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R8.4.1 監理課建設業室審査係 
⑥ 手順⑤の「記入式納付書」を納付書が利用できる金融機関にお持ちいただき、現金で

手数料を納付 

※ 納付書が利用できる金融機関は下記 URL からご確認ください。なお、県庁から記入式

納付書を郵送する際にも、納付書が利用できる金融機関の一覧を同封します。 

※ コンビニエンスストアでは支払うことができません。 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/suitoukanri/1356773325235.html 

 

⑦ 納付後、領収書と納付済証が返却されるので、領収書と納付済証を切り分ける。 

※ 領収書は、お手元で保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 納付済証（原本）を申請書類に添付して提出 

※ 納付済証は再発行できませんので、紛失しないようご注意ください。 

 

○ 納付方法についてご不明点等がございましたら、土木部監理課建設業室審査係（電話：

025-280-5387）までお問い合わせください。 
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